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海外居住５年超でも相続税 

 

富裕層の国境を超えた税逃れを防止する取り

組みの一環として、政府は国外に住む人への

相続税の課税を強化する方針を固めました。

保有する海外資産に日本の相続税が課税さ

れる要件を見直し、10 年を超えて国外に住ん

でいないときには課税対象になるように変更し

ます。 

 

 現在の制度では、相続人と被相続人の両方

が５年を超えて海外に住んでいると、海外資

産に対しては日本国内での相続税は課され

ず、どちらか一方でも日本に住所があるか、海

外に居住して５年以内であれば課税対象です。

また要件を満たしていても、国内にある財産

には日本の相続税がかかります。 

 

 新制度は、現在５年超となっている居住期

間の要件を10年超に引き上げるというもの。こ

れまでは親子ともに海外に移住して５年を超

えれば相続税の対象外となりましたが、今後

はたとえ９年住んでいても日本の相続税が課

せられることになります。 

 

 近年、日本の資産家の間では、相続税率が

著しく低いシンガポールやニュージーランドな

どの国外に移住して資産を移し、日本での課

税を免れる〝資産フライト〟が増えていまし

た。 

 

 

 

 

これを受けて昨年７月には、出国時点での含み資産

に課税する「国外転出時課税」制度がスタートしてい

ます。政府は、さらに課税要件となる年数を延ばすこ

とで、税逃れのための海外移住を完全シャットアウト

する構えです。 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    
skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 

 


